
 

新潟県警察会計年度任用職員（専門）募集のお知らせ 

令 和 ８ 年 ４ 月 2 2 日  

新潟県警察本部警務部広報広聴課  

 

【受付期間】 令和８年４月 22日(水)～令和８年５月 13日(水) 

        ※ 申込定員（７人）に達した時点で申込受付を終了します。 

 【考 査 日】 令和８年５月 27日(水)  

 

● 広報広聴課（警察音楽隊）で勤務する会計年度任用職員（専門・広報推進員）を

募集します。 

・会計年度任用職員（専門）：１年以内の期間で任用し、専門的又は特定の分野の業務に従事する

短時間勤務の職員です。 

・任 用 予 定 期 間：令和８年７月１日 ～ 令和９年３月31日 

 ※ 勤務成績が優良で、当該会計年度任用職員（専門）の職が継続される場合は、２回

まで再度任用する場合があります。 

 

１ 採用職種・人数等 

職 種 人数 業 務 内 容 勤務場所 

会計年度任用

職員（専門） 

（広報推進員） 

２人 

新潟県警察音楽隊の演奏隊員として、

交通安全等の行事において、楽器演奏を

通じた警察広報活動を行います。 

新潟市西区小新西

２丁目 21－１ 

警察音楽隊 

 

２ 応募の資格 

（１）資格要件 

  ア クラリネット又はチューバの演奏ができる方 

イ 年齢、学歴は問いません。（学生の方も可能） 

ウ 資格、免許等は必要ありません。 

（２）その他 

次のいずれか（地方公務員法第16条で規定する欠格条項）に該当する人は、受験でき

ません。 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの人 

・ 新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 



・ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を

原因とするもの以外） 

 

３ 選考考査 

（１）当日の受付 

日  時 受付会場 住所・電話番号 

令和８年５月27日(水) 

※時間は、申込み期間終了後、

改めてご連絡します 

新潟県庁職員会館 
新潟市中央区新光町4-1 

TEL:025-285-0110(警察本部代表) 

  ※ 受付後、前記２の(２)に該当していないことについて、宣誓(宣誓書に署名)

をしていただきます。 

 

（２）選考考査 

項  目 内  容 

実技試験 

演奏技術等について１人ずつ実技試験を行います。

自分の楽器がある方は持参してください。 

(楽器をお貸しすることもできます｡～事前連絡必

要) 

面接試験 
広報推進員としての適性等について、個別に面接試

験を行います。 

（３）留意事項 

  ア 当日は、指定された受付時間に直接会場においでください。遅刻した場合は 

受験できません。 

  イ 必ず鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、黒のボールペンを持参してくださ

い。 

  ウ 自家用車で来場される方は、新潟県庁外来駐車場に駐車してください。 

 

４ 考査結果（合否）の通知 

  選考考査の結果（合否）は、６月上旬頃に郵送で通知します。 

 

５ 任用予定期間 

令和８年７月１日 ～ 令和９年３月31日            

  ※ 勤務成績が優良で、当該会計年度任用職員（専門）の職が継続される場合には、２

回まで再度任用する場合があります。 

  

６ 勤務条件 

 (１) 勤務時間等 

ア 勤務日 

  任用予定期間中70日程度 



原則４週ごとに８日（46時間40分） 

※ 原則として水曜日は訓練日 

音楽隊出動の日程により、勤務日が変わります。 

※ 土日祝に勤務していただくこともあります。（面接時要相談） 

イ 勤務時間 

 午前９時10分から午後４時まで（休憩時間：午後０時～午後１時） 

音楽隊出動内容によって、勤務時間帯及び勤務時間数が変動することがあります。

（面接時要相談） 

 (２) 報酬 

   日額 7,920円（予定） 

 (３) 通勤に要する費用 

   一般職員に支給される通勤手当の額を超えない範囲内で支給します。 

（４）保険 

  ア 労働者災害補償保険が適用されます。 

  イ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は適用されません。 

（５）その他 

  ア 会計年度任用職員は、地方公務員法に基づき任用される地方公務員であり、

職務上知り得た秘密を漏らすこと等の行為は禁止されています。     

  イ 受動喫煙を防止するための措置として、敷地内禁煙を行っています。 

 

７ 申込手続 

（１）申込方法 

   次のいずれかの方法で申込みしてください。 

  ア ハローワークを通じた申込み 

  イ 県警への直接電話申込み 

   ※ 直接申込みは、土曜日、日曜日、祝日を除く平日午前９時から午後５時ま

でです。 

   ※ 申込定員（７人）に達した場合は、その時点において申込受付を終了しま

す。 

（２）申込書類の提出 

   （１）の申込手続をされた方は、速やかに次の申込書類を県警まで持参又は郵

送してください。 

  ア ハローワークで求人申込みされた方 

・ 履歴書（市販品、写真を貼付する） 

・ ハローワークから交付される紹介状 

  イ 県警に直接申込みされた方 

・ 履歴書（市販品、写真を貼付する） 

郵送で申込書類を提出する場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（専門）採用選 

考考査受験申込」と朱書きしてください。 

    インターネットやメール等で、申込みはできません。 

（３）申込書類の提出の受付期間 

   令和８年４月22日(水)から令和８年５月13日(水)まで 



   郵送の場合は、５月13日(水)までに到着したものに限り受け付けます。 

   持参する場合は、午前９時から午後５時までの間にお越しください。ただし、土曜日、 

日曜日、祝日を除きます。 

   申込定員（７人）に達した場合は、その時点において申込受付を終了します。 

 

８ 考査結果の情報提供 

  この考査の結果については、次のとおり情報提供を求めることができます。 

  提供を希望する場合には、必ず受験者本人が合否通知書を持参の上、直接開示場所へお 

いでください。 

  なお、電話や代理人による請求では提供できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開示請求 

できる人 

開示内容 開示期間 開示時間 開示場所 

選考考査

の受験者 

総合ランク 選考考査の結果

（合否）通知日

から１か月間 

午前９時00分から午後

５時まで（土・日曜日、

祝日を除く） 

新 潟 県 警 察 本 部 

警務部広報広聴課 

 

【問合せ先及び申込書類提出先】 

新潟県警察本部警務部広報広聴課(担当：元井) 

〒950-8553 新潟市中央区新光町４番地１ 

☎０２５－２８５－０１１０（内線：２１９３） 


